
令和５年度第１回立川市職員倫理審査会会議概要 

開催日時 令和５年４月２６日（水）午前１０時００分～午前１１時００分 

開催場所 立川市役所２０５会議室 

次第 １ 開会 

２ 委員紹介 

３ 会長及び副会長の選出 

４ 職員倫理審査会の運営について 

５（１） 前回審査会の概要等の確認について 

（２） 報告書の審査について 

（３） コンプライアンスの取り組みについて 

６ その他 

出席者 委 員 清水 光子委員（会長）、中澤 さゆり委員、守屋 栄橘委員、 

和田 信行委員（副会長）、西村 文子委員  (順不同) 

事務局 大平行政管理部長、德丸人事課長、笹原人材育成推進担当課長、

人事課３名 

会議資料 ・資料 R5-1  立川市職員倫理審査会委員名簿 

・資料 R5-2  立川市職員倫理条例 

・資料 R5-3  立川市職員倫理規則 

・資料 R5-4  職員倫理条例・規則ガイドブック 

・資料 R5-5  コンプライアンスの取組について 

・資料 R5-6  令和４年度危機事案 事象別分類 

・資料 R5-7  令和４年度コンプラアンス・業務点検月間の主な取組ついて 

・資料 R5-8  事務ミス防止に対する取組について 

・資料 R5-9  戸籍謄本写し(「コピー」と印字されたもの)の誤送付について 

・資料 R5-10 適正な事務手続の徹底について 

・資料 R5-11 公金等の適正な管理及び予算執行状況の確認について 

 

会議要旨 

１開会 

 

２委員紹介 

 

３会長及び副会長

の選出 

 

４ 職員倫理審査

会の運営について 

 

５（１）前回審査

会の概要等の確認

について 

 

（２）報告書の審

査について 

 

（３）コンプライ

 

 

自己紹介 

 

会長：清水委員、副会長：和田委員 

 

 

事務局より、審査会の運営方法と倫理条例の概要を説明 

 

 

□令和４年度第４回職員倫理審査会の会議概要及び会議録について

内容を確認。 

 →修正なし。 

 

□報告書の審査なし。 

  

 

□事務局よりコンプライアンスの取組について報告 



アンスの取組につ

いて 

 

 

 

 

 

６その他 

 

・令和４年度危機事案の状況について 

・コンプライアンス・情報セキュリティ合同部会 

令和４年11月のコンプライアンス・業務点検月間について 

事務ミス防止に対する取組について 

・コンプライアンスに係る庁内周知について 

適正な事務手続きの徹底について 

公金等の適正な管理及び予算執行状況の確認について 

 



令和５年度第２回立川市職員倫理審査会会議概要 

開催日時 令和５年７月１３日（木）午前１０時００分～午前１０時４３分 

開催場所 立川市役所３０３会議室 

次第 １ 開会 

２ 前回審査会の概要等の確認について 

３ 報告書の審査について 

４ コンプライアンスの取組について 

５ その他 

出席者 委 員 清水 光子委員（会長）、中澤 さゆり委員、守屋 栄橘委員、 

和田 信行委員（副会長）、西村 文子委員  (順不同) 

事務局 大平行政管理部長、德丸人事課長、笹原人材育成推進担当課長、

人事課３名 

会議資料 ・資料 R5-12  贈与等報告書 

・資料 R5-13 コンプライアンスの取組について 

・資料 R5-14  立川市第２次コンプライアンス実施計画 取組事項 

・資料 R5-15 適正な事務手続の徹底について 

・資料 R5-16 「公金等取扱指針」に基づく公金等の適正な管理について 

・資料 R5-17 立川市コンプライアンス通信 Vol.40 

 

会議要旨 

１ 開会 

 

２  前回審査会の

概要等の確認につ

いて 

 

３ 報告書の審査

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ コンプライア

ンスの取組につい

て 

 

 

 

 

 

５ その他 

 

 

 

令和５年度第１回職員倫理審査会の会議概要及び会議録について 

内容を確認。 

→修正なし。 

 

□「贈与等報告書」１件について審議を行った。 

世田谷区職員が視察に来た際に手土産を持参した件→承認 

 

＜審査会意見＞ 

贈与者は利害関係者にあたらず、社会通念上、儀礼の範囲で公正な 

職務の遂行を妨げるものではない。しかし、事前に「立川市行政視 

察依頼書」の提出を依頼しておらず、事前に手土産を辞退する旨を 

伝えていなかったことが原因のため、全庁的に周知徹底を図ってい 

くことが必要。 

  

□事務局よりコンプライアンスの取組について報告 

・コンプライアンス・情報セキュリティ合同部会 

立川市第２次コンプライアンス実施計画の取組事項について 

令和４年度コンプライアンスにかかる危機事案の状況について 

・コンプライアンスに係る庁内周知について 

適正な事務手続の徹底について 

「公金等取扱指針」に基づく公金等の適正な管理について 

コンプライアンス通信Vol.40について 

 



令和５年度第３回立川市職員倫理審査会会議概要 

開催日時 令和５年１０月３０日（月）午前１０時００分～午前１０時３５分 

開催場所 立川市役所２０８会議室 

次第 １ 開会 

２ 前回審査会の概要等の確認について 

３ 報告書の審査について 

４ コンプライアンスの取組について 

５ その他 

出席者 委 員 清水 光子委員（会長）、中澤 さゆり委員、守屋 栄橘委員、 

和田 信行委員（副会長）、西村 文子委員  (順不同) 

事務局 大平行政管理部長、德丸人事課長、笹原人材育成推進担当課長、

人事課３名 

会議資料 ・資料 R5-18 コンプライアンスの取組について 

・資料 R5-19 令和５年度コンプラアンス実態調査アンケートについて 

（概要） 

・資料 R5-20 令和５年度コンプラアンス実態調査アンケート（案） 

・資料 R5-21 令和５年度立川市コンプラアンス・業務点検月間の実施 

について～不正入札事件から 20 年を迎えて～ 

・資料 R5-22 適正な事務手続の徹底について 

・資料 R5-23 コンプラアンスの徹底について 

・資料 R5-24 「危機情報連絡表」周知シート 

・資料 R5-25 「危機情報連絡表」周知シート 

 

会議要旨 

１ 開会 

 

２  前回審査会の

概要等の確認につ

いて 

 

３ 報告書の審査

について 

 

４ コンプライア

ンスの取組につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度第２回職員倫理審査会の会議概要及び会議録について 

内容を確認。 

→修正なし。 

 

□報告書の審査なし 

  

 

□事務局よりコンプライアンスの取組について報告 

・コンプライアンス・情報セキュリティ合同部会 

・コンプライアンス推進委員会 

①コンプライアンス実態調査アンケートについて 

全職員を対象にして、令和５年８月から９月にかけて実施。結果は

令和６年３月議会で報告予定。 

②令和５年度立川市コンプライアンス・業務点検月間の実施につい

て 

令和５年１１月に実施予定。市長からの訓示、職員への周知、市民

等へのＰＲ、研修の実施、コンプラインス向上に係る取組事項の実

施等を行う。 

 

・コンプライアンスに係る庁内周知について 

適正な事務手続の徹底について（通知文書送付に係る事務ミス） 



５ その他 「危機情報連絡表」周知シート 

 



令和５年度第４回立川市職員倫理審査会会議概要 

開催日時 令和６年１月２２日（月）午後２時００分～午後３時００分 

開催場所 立川市役所２０７会議室 

次第 １ 開会 

２ 前回審査会の概要等の確認について 

３ 報告書の審査について 

４ コンプライアンスの取組について 

５ 今後のコンプライアンスの取組について 

６ その他 

出席者 委 員 清水 光子委員（会長）、中澤 さゆり委員、守屋 栄橘委員、 

和田 信行委員（副会長）、西村 文子委員  (順不同) 

事務局 大平行政管理部長、德丸人事課長、笹原人材育成推進担当課長、

人事課３名 

会議資料 ・資料 R5-26 コンプライアンスの取組について 

・資料 R5-27 令和５年度立川市コンプラアンス・業務点検月間の主な取組

について 

・資料 R5-28 コンプラアンスの徹底について 

・資料 R5-29 立川市コンプラインアンス通信 Vol.41 

・資料 R5-30 立川市コンプラインアンス通信 Vol.42 

・資料 R5-31 立川市コンプラインアンス通信 Vol.43 

・資料 R5-32 今後のコンプライアンスの取組について 

 

会議要旨 

１ 開会 

 

２  前回審査会の

概要等の確認につ

いて 

 

３ 報告書の審査

について 

 

４ コンプライア

ンスの取組につい

て 

 

 

 

 

 

 

５ 今後のコンプ

ライアンスの取組

について 

 

 

 

 

令和５年度第３回職員倫理審査会の会議概要及び会議録について 

内容を確認。 

→修正なし。 

 

□報告書の審査なし 

  

 

□事務局よりコンプライアンスの取組について報告 

・コンプライアンス・業務点検月間の主な取組について 

令和５年１１月に実施。標語決定、市長からの訓示、研修の実施、

業務点検、コンプラインス向上に係る取組事項の実施等を行った。 

 

・コンプライアンスに係る庁内周知について 

コンプライアンスの徹底について（公金等取扱いの点検実施） 

コンプラインアンス通信Vol.41～43 

 

□公金着服による懲戒処分を受け、現金管理の全庁調査を行うと

ともに、現在のコンプライアンス体制等の検証、更なるコンプライ

アンス推進等の提案を行う特別プロジェクトチームを庁内で立ち上

げる。立ち上げにあたり委員からの意見をいただく。 

・内部通報制度の件数の少なさ。守秘義務による所管部署以外への



 

 

 

 

６ その他 

伝達の壁。 

・現金を使用せずにキャッシュレス決裁などを導入する必要性。 

・内部統制制度を導入する場合の内容や法務の取扱い。 

 

 


